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1.2.2 業務項⽬ 
次に示す対象施設における a～eについて、1)～3)に掲げる基本計画業務、4)～10)に掲げる

基本設計業務を行うものとする。 

 

a.公園全体(b～e のスポーツ施設を除く) 

次に示す公園機能の充実や整備の考え方を検討し、方針を設定するとともに、諸施設の配置

や規模等を設定し、スポーツ施設と合わせて整備スケジュールを検討する。 

・オープンスペースを中心とした憩い・休息の機能 

・触れ合いの中心となる地域住民の交流機能 

・緑地・樹木等の利用環境の保全機能 

・地域防災の拠点となる防災機能 

・利用者等の歩行者動線と車両動線の分離による安全性の確保 

・園路のウォーキング・ジョギングコースとしての活用 

・駐車場の位置変更(公園敷地北部に配置) 

b.体育館 

・対象第 1体育館及び第 2体育館 

・現況施設の概要 

ア構造種別鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

イ耐火耐火建築物 

ウ階数地上 3階 

工建築面積 4320.6 ㎡ 

オ延床面積 8142.78 ㎡ 

(1 階 2357.2 ㎡、2階 3870.01 ㎡、中 3階 217.27 ㎡、3階 1698.3 ㎡) 

・業務概要 

利用状況その他諸条件における整備の基本構想として、体育館の規模や諸室、機能等を検

討し、概略の平面図を作成し、概算工事費、整備期間を検討する。 

なお、市川市都市公園条例に定める公園面積に対する運動施設面積の割合に留意し、規模

の見直し等の整備方針を検討することとし、詳細は委託者と協議する。 

c.野球場 

・バックスタンドの改修及びスタンド内の更衣室やトイレ等の新規導入 

(基本設計業務は建築基本設計業務で行う) 

・グラウンドの人工芝化の検討 

・夜間照明設備の設置 

・防球ネットの拡充 

d.陸上競技場 

・陸上競技場管理棟の改修(基本設計は建築基本設計業務で行うものとする。) 

・競技場スタンドの改修 

・照明設備の改修 

e.テニスコート 

・コートの新設による再配置と既存施設の改修による残置の比較検討 

・新設又は改修における整備水準、規模等を検討・設定し、設計を行う 
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(基本計画業務) 

1)現況把握 

ア計画条件の把握と整理 

イ上位関連計画や各種関連資料の収集と整理 

ウ現地調査(植生や地形、土地利用状況、景観、用地境など) 

工自然・社会・人文・景観等の概況整理 

2)敷地分析 

ア対象施設と周辺の地形や土地利用との関係整理 

イ対象施設内の植生・地形・土地利用等の詳細整理 

ウ計画上の問題点や課題の整理 

3)計画内容の検討及び設定 

ア基本方針の検討と設定 

イゾーニングの検討と設定 

ウ導入施設の検討と設定(既存施設の再整備、新規導入施設の検討と設定) 

工需要圏域・利用者層・利用者数の検討と設定 

オアクセスや動線の検討と設定 

力環境の保全と創出に関する検討と設定 

キ空間構成の検討と設定 

ク整備水準の検討と設定 

ケ維持管理方法の検討と設定 

 

(基本設計業務) 

4)与条件の細部検討 

ア与条件の把握と整理 

イ各種設計条件の整理と確認 

ウ各種設計基準の抽出と適用の確認 

工現地詳細調査(敷地境界、既存物の状況、供給処理設備など) 

5)諸施設の検討及び設定 

ア基本方針の内容の整合性確認 

イ敷地・施設容量からみた利用者数の検討と設定 

ウ空間構成・景観・意匠等に関する基本方針の検討と設定 

工造成基本方針の検討と設定 

オ植栽基本方針の検討と設定 

力供給処理設備基本方針の検討と設定 

キ整備水準・整備方法・目標工事費の検討と設定 

ク維持管理基本方針の検討と設定 

6)基本設計図の作成 

各種平面図及び主要構造物・設備などの基本設計図を作成する。 

ア実測平面図に基づいた基本設計平面図の作成 

イ造成計画平面図の作成 

ウ施設計画平面図の作成 

工植栽計画平面図の作成 
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オ供給処理設備計画平面図の作成 

力主要断面図の作成 

キ主要施設の構造イメージ図の作成 

7)概算工事費の算出 

上記検討に基づき、全体及び工区ごとの概算工事費を算出する。 

8)基本設計説明書の作成 

上記検討に基づき、報告書を作成する。 

9)照査 

ア基礎情報や敷地情報の把握と設計計画の適正照査 

イ設計方法や設計方法の妥当性の照査 

ウ成果品の内容の適正照査 

10)完成予想図の作成 

決定した内容に基づき、対象地全体を傭目敢した鳥鰍図及びアイレベルからのイメージス

ケッチの作成を行う。 
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